
機構の業務と体制について

１． 主な業務内容と人員

● 高速道路資産を保有し、会社へ貸付、

承継債務の返済

理事長 理事（３人以内） ● 高速道路の新設、改築、修繕等に関する

監事（２人） 協定の締結、資産・債務の引き受け

● 道路管理者権限の代行

○ 人員については、業務の効率化を図り、必要最小限の人員とする。

また、設立当初は道路公団の閉鎖Ｂ／Ｓ作成、協定の締結等の

業務があることから、暫定的な人員の確保が必要。

２． 会社と機構の協力体制の確立

① 会社と機構で連携可能（共通）な資産・負債管理システムの構築

② 交通量、料金収入等に関するデータ等の情報の共有

③ 道路管理行政を円滑に行うための会社と機構の役割分担
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